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情報あらかると

　

北
海
道
労
働
局
の
各
総
合
労
働
相
談
コ

ー
ナ
ー
は
、
職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
（
解
雇
、

配
置
転
換
、
賃
下
げ
、
い
じ
め
な
ど
）
を

迅
速
に
解
決
す
る
た
め
、
個
別
労
働
紛
争

の
解
決
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
提
供
し

て
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
総
合
労
働
相
談
コ

　

ー
ナ
ー
（
室
蘭
労
働
基
準
監
督
署
内
�

　

○23
 

６
１
３
１
）

　

秋
の
行
政
相
談
週
間
に
、
合
同
行
政
相

談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　

行
政
に
対
す
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
な

ど
を
無
料
で
お
受
け
し
ま
す
。

◎
秋
の
行
政
相
談
週
間

　
　

月　

日
�
〜　

日
�

10

15

21

◎
合
同
行
政
相
談
所
の
開
設

▼
日
時　
　

月　

日
�　
　

時
〜　

時

10

25

11

16

※
相
談
の
受
け
付
け
は
、　

時　

分
ま
で

15

45

　

で
す
。

▼
場
所　

ア
ー
ニ
ス

▼
受
け
付
け
内
容　

税
金
、
年
金
、
健
康

　

保
険
、
登
記
、
供
託
、
戸
籍
、
不
動
産

　

取
引
、
不
動
産
賃
貸
、
市
政
、
行
政
一

　

般
な
ど

※
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

北
海
道
管
区
行
政
評
価

　

局
行
政
相
談
課
（
�　

－

　

－

１
８
０

011

709

　

３
）

▼
日
時　
　

月　

日
�　
　

時　

分
〜　

10

24

10

30

15

　

時
▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
室
蘭
２
階
文
化
ホ

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
、
解
決
へ
の

お
手
伝
い
を
し
ま
す

申し込み・問い合わせ
市民サービスグループ
（�○８５ １８５５）

▼日時・場所　①鉄南ふれあいセ
　ンターでの相談…１１月１７日（土） 
　９時３０分～１２時、②弁護士事務
　所での相談…日時は市民サービ
　スグループにお問い合わせくだ
　さい

▼内容　交通事故や金銭貸借、損
　害賠償、離婚などの法律問題
※裁判や調停中のもの、同じ方に
　よる同一内容の相談はお受けで
　きません。

▼担当弁護士　 芝  垣  美  男 弁護士
しば がき よし お

▼定員　各６人（申込順）

▼申込期限　１０月３０日（火）

▼日時　１０月２７日（土）　９時３０分～
　１２時

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼内容　相続や遺言、各種契約な
　どで官公署に提出する書類の相
　談

▼定員　１０人（申込順）

▼申込期限　１０月２６日（金）　
※直接会場にお越しいただいても
　相談できますが、できるだけ事
　前にお申し込みください。

　市民生活や消費生活に関する相
談も随時、市民サービスグループ
で受け付けています。
　また、ＤＶに関する相談も受け
付けていますので、もし、あなた
が配偶者や恋人から暴力を受けて
いるなら、一人で悩まず相談して
ください。
　なお、消費生活に関する相談は、
登別消費者協会（労働福祉センタ
ー内・�○８５ ８３０７）でも受け付
けています。

 

無料法律相談

くらしの無料相談

そのほかの相談

～北海道行政書士会室蘭支部主催～

　

ー
ル

※
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

宮
崎
司
法
書
士
事
務
所

　

（
�
０
１
４
２
○２１
 

２
６
６
１
）

　

平
成　

年
５
月
ま
で
に
裁
判
員
制
度
が

21

始
ま
り
ま
す
。

　

実
際
に
裁
判
員
が
選
ば
れ
る
過
程
か
ら

裁
判
員
や
裁
判
官
が
評
議
を
重
ね
て
判
決

を
出
す
ま
で
の
具
体
的
な
手
続
き
の
流
れ

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　
　

月　

日
�　
　

時　

分
〜　

10

24

18

30

20

　

時　

分
15

▼
場
所　

札
幌
地
方
裁
判
所
室
蘭
支
部

　

（
室
蘭
市
日
の
出
町
１
丁
目　

－

　

）

18

29

▼
定
員　
　

人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

40

　

抽
選
を
行
い
受
講
者
に
『
受
講
票
』
を

　

送
付
し
ま
す
）

▼
申
し
込
み　
　

月　

日
�
ま
で
に
電
話

10

15

　

（
平
日
の
８
時　

分
〜　

時
）
で
札
幌

30

17

　

地
方
裁
判
所
室
蘭
支
部
（
�
○44
 

６
７
３

　

３
）

　

土
地
や
建
物
、
金
銭
、
家
庭
の
問
題
な

ど
に
つ
い
て
、
無
料
で
相
談
を
お
受
け
し

ま
す
。

▼
日
時　
　

月　

日
�　

９
時　

分
〜　

10

25

30

15

　

時
▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
室
蘭
２
階
文
化
ホ

　

ー
ル

※
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
地
方
裁
判
所
室
蘭

　

支
部
（
�
○44
 

６
７
３
３
）

合
同
行
政
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

相
続
登
記
無
料
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

〜
札
幌
司
法
書
士
会
室
蘭
支
部
主
催
〜

第
４
回
裁
判
所
市
民
講
座

『
え
！
私
が
裁
判
員
？
〜
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
あ
な
た
の
正
義
〜
』

『
無
料
調
停
相
談
会
』
を

開
催
し
ま
す

〜
室
蘭
調
停
協
会
主
催
〜


